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会員各位

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の全部変更について

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知

らせします。

動薬協会発 9

平成25年7月

公益社団法人日本動物用医薬品協会

理事長福井邦顯

(公印省略)

6ぢ

2日



社団法人 日本動物用医薬品協会理事長殿

豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の全部変更について

このことについて、別添のとおり各都道府県知事宛て通知いたしましたので、御了知の

上、円滑な防疫対策の実施につき、御協力方お願いいたします。

また、貴職におかれましては、家畜防疫の重要性を十分御理解の上、傘下会員各位等に

対し周知されるとともに、適切な対応がなされるよう御指導方よろしくぉ願いいたします。
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都道府県知事殿

豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の全部変更について

豚コレラにっいては.、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1

項に基づ.き、平成18年3月31日に「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指金+」(以

下「防疫指金+」という。)を公表し、防疫指針に沿って防疫対策を進めてきたところ

です。

今般、発生予防、早期通報及び迅速な初動対応を確保する観点から、'防疫指針を別

添のとおり変更し、本日付けで施行されましたので、お知らせいたします。

つきましては、とのことにっいて御了知いただくとともに、管内市町村、関係機関

及び関係団体に周知の上、地域一体どなって、本病の発生予防及びまん延防止措置の
迅速かっ円滑な実施に御尽力いただきますようぉ願いいたします。

同

、
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豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の全部変更について

、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第6項の規定に基づ

き豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の全部を次のとおり変更したの

で、公表する。

平成25年6月26日

月1」二文

農林水産大臣林芳正

豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針

1.豚コレラは、国際連合食糧農業機関(FAO)などの国際機関が「国

境を越えてまん延し、,発生国の経済、貿易及び食料の安全保障に関わる

重要性を持ち、その防疫には多国間の協力が必要となる疾病」と定義す

る「越境性動物疾病」の代表例である。

2 我が国においては、かつて、豚コレラは全国的にまん延していたが、

飼養衛生管理の向上及び我が国で開発された生ワクチンの普及により、

平成4年を最後に国内での発生は確認されなくなり、平成18年4月から

はワクチン使用を完全に中止した。この結果、我が国は平成19年4月1

日に国際獣疫事務局(0 IE)の規約に定める豚コレラ清浄国となった

3 それ以降、・我が国では豚コレラの発生は認められていな、いが、豚コレ

ラは、致死性が高いととから、ひとたびまん延すれぱ、

①長期にわたり、畜産業の生産性を低下させ、

②国民ヘの畜産物の安定供給を脅かし、

③地域社会・地域経済に深刻な打撃を与え、

④、国際的にも、豚=レラのヲW青浄国として信用を失うぉそれがある

ことから、今後も引き続きΥ清浄性を維持継続していく必要がある。
4 また、豚コレラは、口蹄疫に比ベて伝播力が強くないことから、予

防的殺処分を実施する必要はないが、一般的には伝播力が強く、致死性

の高い伝染病であるため、発生時には迅速かつ的確な防疫対応が求めら

れる。とのことから、平成23年4月の家畜伝染病予防法(昭和26年法律

第166号。以下 W釦という。)の一部改正の中で、法第16条を改正し、

豚等(豚及びいのししをいう。以下同じ。)の所有者(当該豚等を管理

する所有者以外の者があるときは、その者。以下同じ。)に対し、患畜

及び疑似患畜のと殺を義務付ける疾病とされたところである。

5 現在、我が国の近隣諸国においては、豚コレラの発生が継続して確認

されており、国際的な人・物の往来が増加しているととから、今後、我
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が国に豚コレラウイルスが侵入する可育昌性がある。

6 とのため、国民、旅行者等の協力を得て水際検疫を徹底するとともに

、常に国内に豚コレラウイルスが侵入する可育自陛があるという前提に立

ち、豚等の所有者と行政機関'(国、都道府県及び市町村)及び関係団体

とが緊密に連携し、実効ある防疫体制を構築する必要がある。

7 なお、本指針については、海外における豚コレラの発生の状況の変化

や科学的知見・技術の進展等があった場合には、随時見直す。また、少
なくとも、 3年ごとに再検討を行う。

第1 基本方針

1 豚コ.レラの防疫対策上、最も重要なのは、「発生の予防」と「早期の

発見・通幸艮」、さらには「初動対応」である。

2 豚等の所有者が、飼養衛生管理基準を遵守するとともに、豚コレラが

疑われる症状を呈している豚等が発見された場合1戸は、直ちに都道府県

に通報されることが何よりも重要である。

とのため、行政機関及び関係団体は、次の役割分担の下、全ての豚等

の所有者がその重要性を理解し、かつ、実践できるよう、発生の予防と

発生時に備えた準備に万全を期す。

(1)国は、都道府県に・対し、必要な情報の提供を行うとともに、全都道

府県の防疫レベルを高位平準化できるよう、指導及び助言を行う。

(2)都道府県は、豚等の所有者ヘの指導を徹底するとともに、発生時に

備えた準.備を行う。

(3)市町村及び関係団体は、都道府県の行う豚等の所有者ヘの指導や発

生時に備えた準備に協力する上ともに、豚等の所有者に必要な支援を

3 豚コ、レラの発生時には、迅速かつ的確な初動対応により、まん延防止

・早期収束を図ることが重要である。

防疫対応を行うための経費については、法第認条から第釦条までの規

定に基づき、国がその全部又は一部を負担することとなっている。

また、法第60条の3では、防疫措置が発生初期の段階から迅速かっ的

確に講じ.られるようにするため、予備費の計上その他の必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるとととしている。

とのととも踏まえで、行政機関及び関係団体は、次の役割分担の下、

迅速かう的確な初動対応を行う。

(1)国ば、.初動対応等を定めた防疫方針(第6の2の(1)の防疫方針

をいう。以下同じ。)の決定・見直しを責任を持って行うとともに、
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とれに即した都道府県の具体的な防疫措置を支援する。また、法を踏

まえ、必要な予算を迅速かつ確実に手当てする。

(2)都道府県は、防疫方針に即した具体的な防疫措置を迅速かつ的確に

実行する。

(3)市町村及び関係団体は、都道府県の行う具体的な防疫措置に協力す

る緒β道府県が市町村又は関係団体に委託して実施する場合には、当

該防疫措置に関する費用は、'法に基づく国の費用負担の対象となる。

)。

4 なお、国は、あらかじめ定めた防疫方針に基づぐ初動対応により、感

染拡大を防止できないときには、速やかに、実際の感染状況を踏まえた

防疫方針の見直しを行うとともに、必要に応じ、的確な特定家畜伝染病

緊急防疫指針'(以下「緊急防疫指針」という。)を策定する。

第2 発生の予防及び発生時に備えた事前の準備

1.農林水産省の取組

(1)常に海外における最新の発生状況を把握し、必要に応じて都道府県

、関係団体等に清報提供する・とともに、ホームページ等を通じて公表

する。

(2)農場ヘのウィルスの侵入防止のための具体的な注意点を分かりやす

くまとめ、'ホームページ等を通じて公表する。

(3)国境における家畜・畜産物の輸入検疫並びに入国者及び帰国者の靴

底消毒を徹底する。特に、ウィルスの伝播可能期間を考慮しつつ、豚

コレラの発生国からの入国者及び帰国者に対して質問並びに携帯品

の検査及び消毒を徹底する。.また、海外からの厨芥残さについては

、豚コレラウィルスの侵入要因になり得ることから、適切な処分を実

施する。

(4)各都道府県の予防措置の実施状況、発生時に備え.た準備状況及び市

町村、警察、自衛隊、獣医師会、生産者団体等との連携状況を把握し

、全都道府県の防疫レベルの高位平準化を図るため、都道府県に対し

必要な改善指導を行う。、

(5)必要に応じ、全都道府県を対象とする防疫演習を開催し、問題点の

把握とその・解消を図る。

(6)発生時に直ちに.防疫専問家等を現地に派遣できるよう、常に派遣体

制を整え、あらかじめ派遣候補者のりストアップを行う。

(フ)感染拡大の防止のために緊急ワクチン接種の実施が必要となったと

きに備え、十分な量のワクチンの確保が図られるよう必要な措置を講
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ずる。

2 、都道府県の取組

(1) 1の(1)により提供を受けた発生状況に関する情報を、速やかに

ファクシミリ、電話、電子メール、郵送等により全ての豚等の所有、

者及び関係団体に周知する。

(2)豚等の所有者ごとに、豚コレラが発生した場合の初動防疫に必要な

情報.(農場の所在地、畜種、飼養頭数、埋却地等の確保状況等)を把

握する。

(3)移動制限区域内の農場等が瞬時に把握できるよう、地図情報システ

ム等を活用して農場の所在地を整理する。

(4)発生時に円滑かつ迅速に初動防疫対応を実施することができるよう

、防疫に必要な人員の確保、消毒ポイントの設置場所の調整、・衛生資

材及び薬品等の備蓄、重機等の調達先の確認＼死亡獣畜保管場所の確

保等を行う。

(5)豚等の所有者に対する指導及び発生時の円滑な初動対応に必要な家

畜防疫員の確保に努める。常勤の家畜防疫員を確保した上で、一時的

又は緊急に必要な場合は非常勤の家畜防疫員の確保が行えるよう、獣

医師会等と協議して、りストアップを行うとともに、発生時にと殺等を

円滑に実施できるよう、豚等の取扱いに慣れた保定者のりストアップ

を1テう。

また、他の都道府県で発生した場合に応援で派遣する家畜防疫員の

リストアップを行う。

(田発生時には、市町村、警察、自衛隊、獣医師会、生産者団体等の協

力が必要となることを踏まえ、これら市町村、関係機関及び関係団体

との連絡窓口の明確化、地域の豚等の飼養状況等の情報共有等を行い

、連携体制を整備する。

(.フ)近年、養豚経営の大規模化・効率化に伴い、従業員の業務の細分化

が進み、農場の飼養衛生管理については、民間獣医師に委ねられてい

る農場が多い実態に鑑み、豚コレラの発生予防及び早期発見のため、

日頃から家畜保健衛生所と民間獣医師及び民間検査機関との連携を強

化する。

(8)豚等の所有者の埋却地等の事前確保が十分でない場合は、次の措置

を講ずる。

①当該豚等の所有者に対し、利用可能な士地に関する情報等を提供

する。
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②市町村、関係機関及び関係団体と連携し、地域ごとに、利用可能

な公有地を具体的に決定する。、なお、都道府県知事は、法第幻条第

7項の規定に基づき、特に必要があると認めるときは、農林水産大

臣及び市町村長に対し、協力を求める。

③焼却施設又は化製処理施設(以下「焼却施設等」という。)が利

用可能な場合には、焼却施設等をりストアップし、あらかじめ発生

時の利用について焼却施設等及びその所在地を管轄する都道府県、

市町村等と調整する。

④公有地又は焼却施設等ヘの移動方法及び移動ルートを決める。ま

た、必要に応じ、地域住民ヘの説明を行う。

(9)都道府県畜産主務課の防疫責任者の在任期間"の長期化に努め、防疫

責任者が異動する場合には、十分な引継期間を確保する。

aの畜産物を含む食品残さを給与している豚等の所有者に対してイ当該

食品残さについて適切な処理を行うこと及び末処理の食品残さについ

ては、豚等の飼養場所と完全に隔酷するととについて指導する。

3 市町村及び関係団体の取組

(1) 2に規定する都道府県の取組に協力する。

(2)豚等の所有者が行う発生予防の取組に対する支援を行う。

第3 清浄性の維持確認のための調査

1 臨床検査による異常豚の摘発及び病性鑑定

都道府県は、原則として年1回、法第51条第1項の規定に基づき、当

該都道府県内の農場(豚等を6頭以、上飼養するものに限る。)について

立入検査を行い、臨床検査により第4の1に掲げる異状が認められた豚

等(以下「異常豚」という。)の摘発及び当該異常豚の病性鑑定を実施

する。

2 抗体保有状況調査

都道府県は、'当該都道府県内の農場戸数に応じて、95%の信頼度で5

%の感染を摘発できる数の農場について、抗体保有状況調査.(原則とし

て、エライザ法による調査とする。)を実施する。

3 病性鑑定材料を用いた調査

都道府県は、原則として、家畜保健衛生所における豚等の全ての病性

鑑定事例において、豚コレラの抗原検査及び血清抗体検査を実施する。

4 調査結果の報告

都道府県畜産主務課は、 1から3までの調査等の結果について、年2

回、農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下「動物衛生課」という。
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)に報告する。た.だし、陽性が認められ、豚コレラウィルスの感染の疑
いがある場合は、その都度動物衛生課に報告するものとする。

5 1から3までの調査等を行う調査員の遵守事項

1から3までの調査等を行う者は、次の事項を遵守する。

①農場を出る際には、身体のほか、衣服、靴、眼鏡その他の携行用具
及び車両の消毒を行うこと。

②帰宅後は、入浴して身体を十分に洗うこと。

③立ち入った農場における臨床検査により異状が確認された場合には
、第5の1の判定により陰性が確認されるまでイ他の農場に立ち入ら
ないこと'

第4 異常豚の発見及び検査の実施

1 豚等の所有者等から通報を受けたときの対応
都道府県は、豚等の所有者又は獣医師から、次の(1)から(8)ま

でに掲げる症状が通常以上の頻度で見られた旨の通報.を受けた場合には
、直ちに家畜防疫員を現地の農場に派遣する。

また、通報者等に対し、当該農場の飼養家畜及び豚等の死体の移動自
粛等の必要な指導を行う。

(1)発熱、元気消失、食欲減退

(2)便秘、下痢

(3)結膜炎姻やに)
ひ

(4)歩行困難、後身区麻庫、けいれん.,

(5)耳翼、卞腹部又は四肢等の紫斑
(6)削痩、被毛粗剛(いわゆる「ひね豚」)
(フ)異常産の発生

(8)('1)から(フ)までに掲げる臨床症状のいずれかを伴う死亡
2 都道府県による臨床検査

(1)家畜防疫員は、 1の農場に到着した後、車両を当該農場の敷地外に
置き、防疫服を着用して畜舎に入り、異常豚及び同居する豚等に対す
る体温測定をは・じめとした徹底した臨床検査を行う。

その際、異常豚を含む豚等の群の状況にっいてデジタルカメラで撮
影する。

(2)家畜防疫員は、臨床検査が終了し次第、当該農場又は最寄りの事務
所から、症状に関する報告及び写真を都道府県畜産主務課に電子メー
ルで送付する。

(3)都道府県畜産主務課は、家畜防疫員による臨床検査の結果、豚コレ

1
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ラウイルスの感染を疑う場合には、(1)で撮影した写真及び伺居す

る豚等の状況等の情報を添えて、直ちに動物衛生課に報告する。

3 農場等.における措置

(1)都道府県は、 2の(、3)により動物衛生課に報告した場合には、動

物衛生課と協議の上、直ちに次の措置を講じる。

①血液(血清及び抗凝固剤加血液)を採取し、これを豚等の死体又

は豚コレラウィルスの感染が疑われる豚等とともに家畜保健衛生所

に運搬する。

②家畜保健衛生所において当該豚等の死体又は豚壮レラウィルスの
感染が疑われる豚等から、肩桃、腎臓及び牌臓を検体として採材

する。

③法第32条第1項の規定に基づき、'当該農場の次に掲げるものの移
動を制限する。

ア生きた豚等

イ採取された精液及び受精卵

ウ豚等の死体

土'敷料、負司料、排せつ物等

オ家畜飼養器具

④当該農場ヘの、関係者以外の者の.立入りを御邱艮する。

⑤当該農場の出入口.及び当該農場で使用している衣類・飼養器具を

消毒する。

(2)都道府県はゞ 2の(3)により動物衛生課に報告した場合には、速

やかに、当該農場に関する次の疫学情報を動物衛生課に提出する。

①飼養する豚等の過去28日間の移動履歴

②当該農,場に出入りしている次の人・車両の巡回範囲

ア獣医師及ぴ家畜人工授精師

イ家畜運搬車両、飼料運搬車両、死亡畜回収車両及び堆肥運搬車

両

③"堆肥の出荷先

④精液及び受精卵の出荷先

4 陽性判定時に備えた準備

都道府県は.、 2の(3')により動物衛生課に報告した場合には、次の

措置を講じ、その内容について、遅くとも5の(1)の検査の結果が全

て出る前に、動物衛生課に報告する。

(1)当該農場における畜舎等の配置の把握
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(2、)周辺農場における豚等の飼養状況の整理
(3)'豚等のと殺に当たる人員及び資材の確保

(4)患畜及び疑似患畜の死体の埋却地又は焼却施設等の確保(農林水産
省の保有する大型防疫資材の利用の有無を含む。)

(5)消毒ポイントの設置場所の決定

(.6)当該農場の所在する市町村及びその関係団体並びに隣接の都道府県
への連絡

5 都道府県による家畜保健衛生所での検査

(1)都道府県は、家畜保健衛生所で次の検査を行い、その結果にっいて
動物衛生課に報告する。

①血液検査(白血球数測定及び好中球の核の左方移動の確認)
②抗原検査(ウィルス分離検査、 PCR検査及び蛍光抗体法)
③血清抗体検査(エライザ法)

④血清抗体検査(中和試験。ただし、③で陽性であった場合に限、る
。)

(2)都道府県は、(1)の②又は③の検査で陽性となった場合には、動
物衛生課とあらかじめ協議した上で、分籬されたウィルス、遺伝子増
幅産物、血清等必要な検体を独立行政法人農業・食品産業技郁誹念合研
究機構動物衛生研究所(以下 f動物衛生研究所」という。)に送付す
る。

6 第3の清浄陛の維持確認のための調査で豚コレラウィルスの感染の疑
いが生じた場合の対応

都道府県はY第3の1から3までの調査等の結果、豚コレラウィルス
の感染の疑いが生じた場合は、動物衛生課と協議の上、直ちに次の措置
を講ずる。

(1)第3の1の臨床検査で異状が確認された場合
3から5までの措置を講ずる。

(2)第3の2の抗体保有状況調査によ弊昜陛が確認された場合
①エライザ法により陽陛が確認された場合

引き続き、中和試験を実施するとともに、家畜防疫員が当該農場
に立ち入り、臨床検査(体温測定を含む。②及び(3)におい,て同

じ。)及び必要な検体の採材を行う。また、当該臨床検査の結果等
を踏まえ、当該豚等の所有者等に対して、 3の(1)の④及び⑤の
措置を行うととを指示するとともに、同・(1)の③の措置を実力但し
又は当該農場の③に掲げるものの移動自粛を要請し、 4の準備を進
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める。さらに、 5の(1)の①及び②の検査を併せて実施し、その

結果について動物衛生課に報告するとともに、とれらの検査又は中

和試験のいずれかーつの検査でも陽性であった場合には、 5の(2

)の手続により、必要な検体を動物衛生研究所に送付する。

②中和試験によ部昜性が確認された場合

5の(2)の手続により、当該中和試験で用いた血清を動物衛生

研究所に送付するとともに、,家畜防疫員が当該農場に立ち入り、臨
床検査及び必要な検体の採材を行う。また、当該臨床検査の結果等

を踏まえ、当該豚等の所有者等に対して3の(1)の③、④及び⑤

の措置を行うこ、とを指示し、 4の準備を進める。さらに、 5の(1

)の①及び②の検査を併せて実施し、その結果について動物衛生課

に報告するとともに、これらの検査のいずれかーつの検査でも陽性

であった場合には、 5の(2)の手続により、必要な検体を動物衛

生研究所に送付する。

(3)第3の3の病性鑑定材料を用いた調査で陽性が確認された場合

当該調査のうち抗原検査によ外昜陛が確認された場合には、家畜防

疫員が当該農場に立ち入.り、臨床検査及ぴ必要な検体の採材を行い、

当該豚等の所有者等に対して3の(1)の③、④及び⑤の措置を行う

ことを指示するとともに、必要に応じて、 5の(1)の検査を実施し

、その結果について動物衛生課に報告するとともに、 5の(2)の手

続により必要な検体を動物衛生研究所に送付する。との場合、 4の準

備も同時に進める。

また、第3の3の病性鑑定材料を用いた調査のうち血清抗体検査の

みにより陽性が確認された場合には、(2)の①又は②の措置を実施

する。

7 動物衛生研究所による検査

動物衛生研究所は、 5の(2)の手続.により都道府県から検体の送付

があった場合には、遺伝子解析をはじめとした必要な検査を行い、その

結果について、動物衛生課に報告する。

8 その他

(1)都道府県は、 2の(1)の臨床検査又は第3の 1の臨床検査(6の

対応において行うものを含む。)により異状が確認されたにもかかわ

らず、 5の(1)の検査(6の対応において行うものを含む。)の結

果、、豚コレラウイルスの感染が否定され、第5の判定を行う必要がな

くなった場合には、動物衛生課とあらかじめ協議した上で、アフり力
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豚ニレラの診断のため、検体(血清、抗凝固剤加血液並びに死亡した
へんひ

豚等の肩桃、牌臓及び腎臓)を動物衛生研究所に送付する。また、

都道府県は、必要に応じ、類症鑑別上問題となる他の疾病に関する検

査を行う。

なお、都道府県は、必要に応じ、 5の(1)の②のウィルス分離検

査(6の対応において行うものを含む。)の結果が出る前に、動物衛

生課とあらかじめ協議した上で、当該検体の送付及び類症鑑別上問題

となる他の疾病.に関する検査を行うことができる.。

(2) 2から5までの措置は、豚等の所有者等からの通報によらず、家畜

防疫員の立入検査等により異常豚が発見された場合についても、同様

に行うものとする。

第5 病陛等の判定

第4の 5 の(2)の場合又は第4の 6 の(1).、から(3)までの結果

、必要な検体が動物衛生研究所に送付された場合(それ以外の場合であ

つて農林水産省が特に必要と認めた場合を含む。)については、次の1

及び2により病性等の判定を行うものとする。・なお、その結果について

は、・判定後直ちに、動物衛生課から都道府県畜産主務課に通知する。

1 病性の判定方法

農林水産省は、・次の(1)又は(2)により病性を判定する。

(1)異常豚の通報があっ,た場合

第4の.2の臨床検査(特に体温測定)及び第4の5の(1)の検査
の結果並びに第4の7の動物衛生研究所が行う遺伝子解析をはじめと

した検査(以下「遺伝子解析等検査」という。)の結果について、食

料・農業・・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会(以下「

小委」という。)の委員等の専門家の意見を踏まえ、判定する。との

際、造伝子解析等検査が終了していない場合にあっては、

①②以外の場合には、遺伝子解析等検査以外の検査の結果について

の判定を先行して行い、可能な限り速やかに2の判定に移行する。

②、第9のiの(1)の移動制限区域内で豚コレラが続発しており、
疫学情報が十分に収集されている場合には、遺伝子解析等検査以外

の検査の結果についての判定を行い、直ちに2の判定に移行する。

(2)清浄性の維持確認のための調査で陽性が確認された場合

①第3の1の臨床検査で異状が確認された場合には、当該臨床検査

(特に体温測定)、第4 の 6 の(1)により行う第4 の 5 の・(1)

の検査及び遺伝子解析等検査の結果について、小委の委員等の専門
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家の意見を踏まえ、判定する。この際、遺伝子解析等検査が終了し

てぃない場合にあっては、(1)の①の手続に従う。

②第3の2の抗体保有状況調査によ弊昜性が確認された場合には、

当該抗体保有状況調査の結果、第4の6の(2)の①又は②により

行う臨床検査(特に体温測定)'及び第4の5の(1)の①及び②の

検査の結果並びに遺伝子解析等検査の結果について、小委の委員.等

の専門家の意見を踏まえ、判定する。この際、遺伝子解析等検査が

終了していない場合にあっては、(1)の①の手続に従う。

③第3の3の病性鑑定材料を用いた調査で陽性が確認された場合に

は、

ア当該調査のうち抗原検査により陽性が確認された場合には、当

該抗原検査の結果・、第4の6の(3)により行う臨床検査(特に

体温測定)及び5の(1)の検査(当該検査を行った場合に限る

)の結果並びに遺伝子解析等検査の結果について、小委の委員0

等の専門家の意見を踏まえ、判定する。この際、遺伝子解析等検

査が終了していない場合にあっては、(1)の①の手続に従う。

イ当該調査のうち血清抗体検査のみにより陽性が確認された場合

には、②の手続に従う。

2 患畜及び疑似患畜

1の病性の判定の結果に基づき、次のいずれかに該当する豚等を患畜
又は疑似患畜と判定する。

(1)患畜

①ウィルス分離検査により、豚コレラウィルスが分雛された豚等
②遺伝子検査(PCR検査及び遺伝子解析)により豚コレラウイル

スに特異的な遺伝子が検出された豚等

③第9の1の_(1)の移動制限区域内で発生が続発している場合に

おいて、同一の畜房内(1の畜房内につき1の豚等を飼養している

場合にあっては、同一の畜舎内)の複数の豚等が、第4の1の('1

)から(フ)までに掲げるいずれかの臨床症状を伴い死亡した場合

において、当該豚等のうち、蛍光抗体法により豚コレラウイルス抗

原が検出された豚等

④第9の1の(1)の移動制限区域内で発生が続発している場合に

おいて、第4の1の(1)から(フ)までに掲げるいずれかの臨床

症状を伴い死亡した複数の豚等がいる畜房内(1の畜房内につき1

の豚等を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内)に同居する
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豚等であって、とのうち.、第4の 1の(1)から(8)までに掲げ

るいずれかの臨床症状が確認され、かつ、 PCR検査によりペスチ

ウイルスに特異的な遺伝子が検出された豚等

⑤初発農場(第9の1の(1)の移動制限区域の設定(他の農場で

の発生を契機として設定された移動制限区域と重複している区域を

設定する場合を除く。)を行う契機となった農場をいう。以下同じ

。)で疑似患畜のみ確認されている場合において、当該初発農場を

中心とする第9の1の(1)の移動制限区,域内の農場で患畜が確認

された場合、又は当該初発農場に係る第12の1の疫学調査により他

の・農場で患畜が確認された場合の当該初発農場における(2)の①

の疑似患畜

(2)疑似患畜

①初発農場において、同一の畜房内(1の畜房内につき 1の豚等"を

飼養している場合にあってはイ同一の畜舎内)の複数の豚等が、第

4の1の(1)から(フ)までに掲げるいずれかの臨床症状を伴い

死亡した場合において、当該豚等のうち、蛍光抗体法により豚コレ

ラウイルス抗原が検出された豚等

②患畜.又は初発の疑似患畜(初発農場のものをいう。以下同じ。)

が確認された農場(以下「発生農場」という。)で飼養されている

豚等

③発生農場で豚等の飼養管理に直接携わっている者が直接の飼養管

理を行うている他の農場において飼養されている豚等

④第12の1の(1)の疫学調査の結果により>患畜又は初発の疑似

患畜と判定した日(発症していた日が推定できる場合にあっては、

その日。以下「病性等判定日」という。)から遡って10日目の日か

ら現在までに患畜又は疑似患畜と接触したととが明らかとなった豚

等

⑤第12の1の(1)の疫学調査の結果にょり、病性等判定日から遡

つて10日目の日より前に患畜又は初発の疑似患畜と接触したことが

明らかと_なった豚等であって、当該患畜又は初発の疑似患畜の発症

状況等からみて、患畜となるおそれがあると家畜防疫員が判断した

豚等

⑥第12の1の(1)の疫学調査の結果により、病性等判定日から遡
つて21日目の日・から現在までの間に患畜又は初発の疑似患畜から採

取された精液を用いて人工授精を行った豚等
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第6 病性等判定時の措置

1 関係者ヘの連絡

(1)都道府県は、'第5の2により豚等が患畜又は疑似患畜であると判定

する旨の連絡を受けた場合にはイ速やかに、次の者に対し、その旨及

び発生農場の所在地について、電話、ファクシミリ等により連絡する

①当該豚等の所有者

②_当該都道府県内の市町村

③当該都道府県の獣医師会、生産者団体その他め関係団体

④隣接の都道府県

(2)都道府県は、豚等が患畜又は疑似患畜のいずれにも当だらないと判

定する旨の連絡を受けた場合には、その旨を当該豚等の所有者に連絡

する。また、通報に係る異状の原因の調査を行い、その結果について

当該豚等の所有者に説明するとともに、動物衛生課に報告する。

2 対策本部の設置及び国・都道府県等の連携

(1)農林水産省は、患畜又は疑似患畜である旨の判定後、速やかに、農

林水産大臣を本部長とする農林水産省豚コレラ防疫対策本部(以下「

農林水産省対策本部」という。)'を設置ヒ初動対応等を定めた防疫

方針を決定する。ただし、特段の必要があるときは、病性の判定前に

設置する。

(2)農林水産省は、動物衛生研究所、独立行政法人家畜改良センタ」そ

の他の関係機関の協力を得て、次の職員等を発生都道府県に派遣する

0

①国の防疫に関する方針を都道府県に正確に伝達し、国と都道府県

が連携を密にできるよう調整する職員

②国の防疫に関する方針の見直し(緊急防疫指針の策定を含む。.)

を適時適切に行うための感染状況の正確な把握を行う疫学の専門家

③と殺及び埋却等の防疫措置に習熟し、都道府県の具体的な防疫措

置をサポートする緊急支援チーム

④小委に設置する疫学調査チーム

(3)都道府県は、(1)の防疫方針に即した具体的な防疫措置を円滑に

実行するため、患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた

後、速やかに、関係部局で構成する都道府県豚コレラ防疫対策本部(

以下陪"道府県対策本部」という。)を設置する。ただし、円滑・的

確な防疫対応を行う上で特段の必要があるときは、病性の判定前に設

0

13



置する。

(4)都道府県は、都道府県対策本部にっいて、その役割及び機能が円滑
かっ十分に発揮できるよう、防疫作業、資材調達、疫学調査、・広報、
出納管理等の本部内での役割分担を定める。

(5)農林水産省から派遣された(2)の①の職員は、都道府県対策本部
に出席し、(1.)の防疫方針を伝達し、必要な調整を行う。

(田都道府県対策本部は、防疫措置を円滑.に実行するため、市町村、警
察、獣医師会、生産者団体等との連絡体制を構築する。

(フ)農林水産省は、都道府県からの申請に応じ、当該防疫措置に必要な
範囲内において、速やかに、保有する防疫資材・機材を譲与し、又は
貸し付ける。

(8)農林水産省対策本部及び都道府県対策本部以外の対策本部を設置す
る場合には、その目的と所掌範囲を明確にし、事務の重複や指揮命令
系統が混乱することのないよう留意する。

3 報道機関ヘの公表等

(1)農林水産省は、、第5の2により・患畜又は疑似患畜であると判定した
ときは、都道府県とともに報道機関に公表する。ただし、円滑かっ的
確な防疫対応を行う上で特段の必.要があるときは、動物衛生課と都道
府県畜産主務課で協議の上、病性の判定前に公表する。

(乞)(1)による公まは、原則として、農林水産省及び都道府県が同時
に1テう。

(3)(1)'による公表に当たっては、人・車両等を介、して感染が拡大す
るおそれがあること等にっいて正確な情報提供を行,う。また、発生農
場に関する情報を公表する場合には、当該農場の所在地までに留め、
当該農場の名称等の公表は、差し控える。

(4)防疫措置の進捗状況にっいても、動物衛生課と都道府県畜産主務課
で協議の上、必要に応じ、,報道機関に公表する。

(5)報道機関等に対し、次の事項にっいて、協力を求める。
①プライバシーの保護に十分配慮するこ'と。

②発生農場には近づかないなど、まん延防止及び防疫作業の支陣に
ならないようにすること。

4 防疫措置に必要な人員の確保

(1)都道府県は、疫学調査、発生農場におけると殺等の防疫措置、移動
制限の実施、消毒ポイントの運営等に必要な人員に関する計画を立て

関係機関及び関係団体の協力を得て、必要な人員を速やかに確保す、
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る。

(2)当該都道府県のみでは、発生農場における防疫措置、周辺農場の調

査等を実施することが困難な場合には、農林水産省の職員や他の都道

府県からの家畜防疫員の派遣要請及び自衛隊の派遣要請の実施にっい

て、動物衛生課と協議する。

第7 発生農場における防疫措置

1 と殺・(法第16条)

(1)家畜防疫員は>患畜又は疑似患畜の所有者に対し、と殺指示書を交

付する。

(2)発生農場ヘの出入口は、原則として1か所に限定し、その他の出入

口については.、問を閉じる、綱を張る等の方法により閉鎖する。

(3)患畜又は疑似患畜は、当該農場内で、原則として第5の2の判定後

24時間以内にと殺を完了する。

(4)臨床症状が確認されている豚等のと殺を優先して行う。

(5)畜舎外でと殺を行う場合には、次の措置を講ずる。

①外部から見えないよう、ブノレーシート等で周囲を覆う。

②豚等が逃亡しなし,、よう.・、簡易な柵の設置又は十分な保定を行う。

(田と殺は、・作業者の安全を確保することに留意し、薬殺、電殺、炭酸

ガス等の方法により迅速に行う。

また、鎮静剤又は麻酔剤を使用するなど、可能な限り動物福祉の観

点からの配慮を行う。

(フ)感染経路の究明のため、と殺時に発症している豚等を鮮明に撮影す

る。また、動物衛生課と協議の上、発症していない豚等を含めて、飼

養規模に応じた検査材料の採材を行う。

(8)都道府県は、積極的に民間獣医師及ぴ獣医師以外の畜産関係者に協

力を求め、家畜防疫員の指導の下、迅速にと殺を完了させる。

,2 死体の処理(法第21条)

(1)患畜又は疑似患畜の死体については、原則として>患畜又は疑似患

畜と判定した後72時間以内に、発生農場又はその周辺(人家、水源、

河川及び道路に近接しない場所であって、日常、人及び豚等が接近し

ない場所に限る。)において埋却する。

(2)農場内又は農場周辺に埋去吐也を確保できず、やむを得ず、'埋却のた

め死体を農場から移動させる必要がある場合には、動物衛生課と協議

の上、次の措置を講ずる。

①当該死体を十分に消毒する。
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②原則として、密閉車両又は密閉容器を用いる。これらがない場合
には、運搬物が漏出しないよう、床及び側面をシートで覆い、さら
に、運搬物を積載した後、上部もシートで覆う等の措置を講ずる。

③積込み前後に車両表面全体を消毒する。
④原則として、他の農場の付近の通行を避け、かっ、他の畜産関係

車両が利用しない移動ルートを設定する。

⑤移動中は、・消毒ポイントにおいて運搬車両を十分に消毒する。
⑥移動時には、法第32条第1項の禁止又は佑邨艮の対象外とな.つ,てい

ることを証明する書類を携行、し、消毒ポイント等で提示する。
⑦死体を処理する場所まで家畜防疫員が同行する。
⑧運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。
⑨移動経過を記録する。

(3)埋却による処理が困難な場合には、焼却による処理又は化製処理を
行った上での埋却若.しくは焼却による処理を行う.。この場合において

これらの処理を行うための死体の移動に当たっては(2)の措置を、

講ずるとと.もに、化製処理後の産物の移動に当たっては当該産物の状
態に応じて、(2)に準じた措置を講ずる。なお、'化製処理を行った
上での埋却は、原則として、(1)の場所に行う。

(4).焼却(化製処理を行った上で行うものを除く。)又は化製処理をす
る場合は、次の措置を講ずる,。

①運搬車両から原料投入場所までシートを敷く。
②原料置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。
③焼却又は化製処理の完了後直ちに、焼却施設等の出入口から原料

投入場所までの経路を消毒する6

④焼却又は化製処理が完了し、設備、資材及び③の経路の消毒が終
了するまで、家畜防疫員が立ち会う。

3 汚染物品の処理(法第23.条)

(1)発生農場における次の物品は、汚染物品として、原則として、発生
農場又はその周辺(人家、水源、.河川及び道路に近接しない場所であ
つて、日常、人及び豚等が接近しない場所に限る。)において埋却す
る。埋却による処理が困難な場合には、動物衛生課ど協議の上、焼却
による処理、化製処理を行った上での埋却若しくは焼却による処理又
は消毒を行う。なお、化製処理を行った上での埋却は、原則として、
2の(1)の場所に行う。

①.精液、受精卵等の生産物(ただし、精液にあっては、病性等判疋
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日から遡って21日目の日より前に採取され、区分管理されていたも

のを除く。)

②排せつ物

③敷料

④飼料

⑤その他ウイルスにより汚染したおそれのある物品

(2)やむを得ず汚染物品を発生農場から移動させる必要がある場合には

、動物衛生課と協議の上、'次の措置を講ずる。化製処理後の産物の移

動についても、当該産物の状態に応じてく次の措置に準じた措置を講

ずる。

①原則として、密閉車両又は密閉容器を用いる。これらがない場合

には、運搬物が漏出しないよう、床及ぴ側面をシートで覆い、さら

に、・運搬物を積載した後、上部もシートで覆う等の措置を講ずる。

②積込み前後に車両表面全体を消毒する。

③原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、他の畜産関係

車両が利用しない移動ルートを設定する。

④移動中は、消毒ポイントにおいて運搬車両を十分に消毒する。

⑤移動時には、法第噐条第1項の禁止又は制限の対象外となってい

ることを証明する書類を携行し、消毒ポイント等で提示する。

⑥運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

⑦移動経過を記録する。

(3)焼却 qヒ製処理を行った上で行うものを除く。)又は化製処理をす

る場合は、次の措置を講ずる。

①運搬車両から原料投入場所までシートを敷く。

②原料置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。

③焼却又は化製処理の完了後直ちに、・焼却施設等の出入口から原料

投入場所までの経路を消毒する。

4 畜舎等の消毒(法第25条)

と殺の終了後、患畜又は疑似患畜の所在した畜舎等における消毒を、

家畜伝染病予防法施行規則印召和26年農林省令第35号)第30条の基準に

従い、 1週問間隔で3回以上実施する。

消毒は、高温蒸気、次亜塩素酸ナトリウム液、アルカリ液、逆性石け

ん液等を用いて行う。

5 豚等の評価

(1)豚等の評価額は>患畜又は疑似患畜であることが確認される前の状
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態にっいてのものとし、当該豚等が患畜又は疑似患畜であるととは考

慮しない。

(2)評価額の算出は、原則として、当該豚等の導入価格に、導入日から

患畜又は疑似患畜であることが確認された日までの期間の生産費(統
計データを用いて算出する。).を加算して行い、これに当該豚等の体

型、経産の有無、繁殖供用残存期間等を考慮して必要な加算又は減算

を1テう。

(3)豚等の所有者等は、と殺に先立ち、豚等の評価額の算定の参考とす

るため、と殺の対象となる個体(多頭群飼育されている場合にあって

は、群ごとの代表的な個体)ごとに、当該豚等の体型・骨格が分かる

ように写真を撮影する。

(4)農林水産省は、都道府県において豚等の評価額の算定を速やかに実

施することが困難と認められるときは、関係省庁と協議の上、直ぢに

概算払を行う。

第8 通行の制限又は遮断(法第15、条)

1 都道府県又は市町村は、豚コレラの発生の確認後速やかに、、管轄の警

察署及び関係自治体の協力を得て、,発生農場周辺の通行の制限又は遮断

を行う。この場合において、,通勤・'通学、医療.・福祉等のための通行に

ついては、十分な消毒を行った上で、これを認めることと・する。
2 法に規定されている上限の72時間を経過した後もウィルスのまん延防

止の必要陛がある場合には、道路管理者等との協議を行い、通行の自粛

の要請等適切な措置を実施できるよう、あらかじめ調整する。

3 家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第5条の規定に基づ
き行う通行の伶邨艮又は遮断の手続、掲示の方法等については、.事前に関

係市町、村の住民に対し、その概要及び必要性を説明するように努め、事

前に説明するととが困難な場合には、実施後速やかに説明する。

第9 、移動制限区域及び搬出制限区域の設定(法第32条)
1 制限区域の設定

(1)移動制限区域

①都道府県は、第5の2により豚等が患畜又は疑似患畜であると判
定する旨の連絡を受けた場合には、動物衛生課と協議の上、速やか

に、原則として、発生農場を.中心とした半径3キロメートル以内の

区域にっいて、家畜等(4に掲げるものをいう。(2)及び5の(

のにおいて同じ。)の移動を禁止する区域(以下「移動制限区域

」という。)として設定する。ただし、第5の2の判定前であって
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も豚コレラである可育断生が高いと認められる場合には、動物衛生課

と協議の上、当該判定結果を待たずに移動制限区域を設定する。

②都道府県は、発生農場における感染状況等から通報が遅れたこと

が明らかであり、かつ、第4の3の(2)に掲げる疫学情報により

既に感染が拡大しているおそれがあると考えられる場合等には、動

物衛生課と協議の上、周辺の農場数、豚等の飼養密度に応じ、半径

3キロメートルを超えて移動佑邨艮区域を設定する。この場合、当該

発生農場の所在する都道府県全体又は当該都道府県を含めた関係都

道府県全体を対象として移動制限区域を設定することもできる。

(2)搬出制限区域

都道府県は、原則として、発生農場を中心とした半径10キロメート

ル以内の移動制限区域に外接する区域について、家畜等の当該区域か

らの搬出を禁止する区域(以下「搬出制限区域」という。)として設

定する。

なお、(1)の②の場合には、'移動術邨艮区域の外縁からフキロメヤ

トル以内の区域について、搬出佑邨艮区域として設定する。

(3)家畜市場又はと畜場で発生した場合

都道府県は、家畜市場又はと畜場に所在する豚等が第5の2により

患.畜又は疑似患畜と判定された場合1,こは、動物衛生課.と協議の上、次

の措置を講ずる。

①原則として、"当該家畜市場又はと畜場を中心とLた半径1キロメ

ートル以内の区域について、移動制限区域として設定する。

②当該豚等の出荷元の農場を中心として、(1)及び(2)と同様

に移動制限・区域及び搬出制限区域(以下「佑邨艮区域」という6)を

設定する。

(4)制限区域の設定方法

①移動制限区域の外縁の境界及び搬出制限区域内の外縁の境界は、

市町村等の行政単位又は道路、河川、鉄道その他境界を明示するの

に適当なものに基づき設定する。

②移動制限区域,又は搬出制限区域が複数の都道府県にわたる場合に

は、動物衛生課の指導の下、事前に、当該都道府県の間で十分に協

議を行う。

③制限区域の設定に先立ち、その都度、次の措置を講ずる。なお、

事前にこれらの措置を講ずることが困難な場合には、設定後速やか

にとれらの措置を講ずる。

19



ア制限区域内の豚等の所有者、市町村及び関係機関ヘの通知

イ報道機関ヘの公表等を通じた広報

ウ主要道路と移動制限区域七の境界地点での標示

(5)豚等の所有者ヘの連絡等

都道府県は、制限区域の設定を行った場合には、速やかに、当該区

域内の豚等の所有者に対し、その旨及び発生農場の所在地について、

電話、ファクシミリ、電子メール等により連絡す,る。また、当該区域

内の豚等の所有者に対し、いのしし等の野生動物の侵入防止の徹底に

ついて指導する。

2 制限区域の変更

(1)制限区域の拡大

発生状況等から、移動制限区域外での発生が想定される場合には、

動物衛生課と協議の上、制限区域を拡大する。

('2)伶邨艮区域の縮小

発生状況及び周辺農場の清浄性確認及び疫学調査の結果から、感染

拡大が限局的なものとなっていることが明らかとなったときは、動物

衛生課と協議の上、.移動缶邨艮区域の範囲を半径1キロメートノレまで縮

小するこどができる。ぞの際ゞ併せて、移動佑邨長区域の外縁からフキ
ロメ.ートル以内の区域について、搬出制那艮区域として設定する。

3 制限区域の解除

制限区域は、次に掲げる区域の区分ごとに、それぞれ当該区分に掲げ

る要件のいずれにも該当する場合に、動物衛生課と協議の上、解除する

0

(1)移動制限区域

①移動制限区域内の全ての発生農場の防疫措置の完了(法第16条に

基づくと殺、法第21条に基づく死体の処理、法第23条に基づく汚染

物品の処理及び法第25条に基づく畜舎等の消毒住回助が完了し

ているととをいう。以下同じ。)後17日・(発生状況及びウイルスの

性状分析等の結果から、抗体産生まで17日以上要する・と考えられる

場合は、30日を超えない範囲内で動物衛生課と協議して定める勵

が経過した後に実施する第12の2の(2)の清浄性確認検査により

、全ての農場で陰性が確認されていること。

②移動制限区域内の全ての発生農場の防疫措置の完了後28日が経過

していること。

(2)搬出制限区域
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(1)の①で行う第12の2の(2)の清浄性確認検査により全ての

農場で陰陛が確認されていること。

4 制限の対象

移動制限及び搬出制限の対象は、次に掲げるものとする。

(1)生きた豚等

(2)移動制限区域内で採取された精液及び受精卵(病性等判定日から遡

つて21日目の日より前に採材されゞ区分管理されていたものを除く。

'(3)豚等の死体

(4)敷料、飼料、排せつ物等

(5)家畜飼養器具

5 制限の対象外

(1)移動制限区域内の豚等のと畜場ヘの出荷

①次の要件のいずれにも該当する移動制限区域内の農場の豚等につ

いて、都道府県は、動物衛生課と協議の上、第10の3により事業を

再開した移動制限区域内のと畜場に出荷させることができる。

ア,当該農場について、第謡の2の(・1〕の発生状況確認検、査によ

り陰性が確認されていること。

イ出荷しようとしている豚等又は当該豚等と同一の畜舎の豚等に

ついて、出荷日から遡って3日以内に採材した検体がPCR検査

又は蛍光抗体法によ弊会性と確認されていること。

②豚等の移動時には、次の措置を講ずる。

アと畜をする当日に移動させる。

イ移動前に、臨床的に農場の豚等に異状がないか確認する。

ウ積込み前後に車両表面全体を消毒する。

エ'荷台は体液等の漏出防止措置を講じる。

オ車両は、他の豚等の飼養場所を含む関連施設に進入しない。

力原則として、他の農場の付近の通行を避け、'かつ、他の畜産関

係車両が利用しない移動ルートを設定する。

キ運搬後は、車両及び資材を直ちに消毒する。

ク移動経過を記録する。

(2)搬出制限区域内の豚等のと畜場ヘの出荷

搬出制限区域内の農場の豚等について、・都道府県は、動物衛生課と

協議の上、搬出制限区域外のと畜場に出荷させることができる。

との場合、当該出荷前に家畜防疫員による臨床検査で異状がないこ
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とを確認するとともに、当該出荷前後及び当該出荷中の消毒ポイント

等において運搬車両を十分に消毒する。

(3)制限区域外の豚等のと畜場ヘの出荷

佑邨艮区域外の農場の豚等について、都道府県は、動物衛生課と協議

の上、第10の3により事業を再開した移動制限区域内のと畜場に他の

農場等を経由しないで出荷させることができる。

との場合、当該出荷前後及び当該出荷中の消毒ポイント等において

運搬車両を十分に消毒する。

(4)制限区域内の豚等の死体等の処分のための移動

①発生の状況、環境保全の観点等を勘案して、家畜防疫員が飼養さ

れている豚等に臨床的な異状がないことを確認した制限区域内の農
場の豚等の死体及び敷料、飼料、排せつ物等について、都道府県は

、動物衛生課と協議の上、焼却、'埋却、化製処理又は消毒をするこ

とを目的に焼却施設等その他必要な場所に移動させるととができる

②移動時には、次の措置を講ずる。

ア移動前に、'家畜防疫員が当該農場の豚等に異状がないか確認す

る。 ノ

イ原則として、密閉車両又は密閉容器を用いる。これらが確保で

きない場合には、運搬物が漏出しないよう、床及び側面をシート

で覆い、さらに、運搬物を積載した後、上部もシートで覆う等の

措置を講ずる。

ウ積込み前後に車両表面全体を消毒する。

工原則として、他の農場の付近の通行を避け、かつ、.他の畜産関

係車両が利用しない移動ルートを設定する。

オ複数の農場を連続して配送しないようにする。

力移動中は、消毒ポイントにおいて運搬車両を十分に消毒する。

キ移動時には、法第32条第1項の禁止又は制限の対象外となって

いるととを証明する書類を携行し、消毒ポイント等で提示する。

ク運搬後は、車両及ぴ資材を直ちに消毒する。

ケ"移動経過を記録する。

③焼却又は化製処理をする場合には、次の措置を講ずる。

ア運搬車両から原料投入場所までシートを敷く。

イ原料置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。

ウ焼却又は化製処理の完了後直ちに、焼却施設等の出入口から原

0
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料投入場所までの経路を消毒する。

(5)制限区域外の豚等の死体の処分のための移動

制限区域外の農場の豚等の死体について、'都道府県は、動物衛生課

と協議の上、焼却又は化製処理をすることを目的に移動制限区域内の

焼却施設等に移動させることができる。この場合、移動制限区域内の

農場には立ち寄らないようにするとともに、移動前後及び移動中に消

毒ポイ,ント等において運搬車両を十分に消毒するほか、(4)の③の

アから.ウまでの措置を講ずる。

(6)移動制限区域外の家畜等の通過

移動制限区域外の農場の家畜等について、移動制限区域内又は搬出

制限区域内を通過しなければ、移動制限区域外の他の農場、ど畜場等

の目的地に移動させることができない場合には、都道府県は、動物衛
生課と協議の上、移動制限区域内又は搬出制限区域内を通過させると

とができる。この場合、移動前後及び移動中に消毒ポイント等におい

て運搬車両を十分に消毒する。

ただし、搬出制限区域内の農場の豚等の制限区域外ヘの移動に当た

うては、と畜場以外の目的地に移動させることはできない。

第10 家畜集合施設の開催等の制限(法第器条・第34条)
1 移動制限区域内の制限

都道府県は、動物衛生課と協議の上、移動制限区域内における次の事

業の実施、催物の開催等を停止する。

(1)と畜場におけると畜

(2)家畜市場等の豚等を集合させる催物

(3)放牧

2 搬出制限区域内の制限

都道府県は、動物衛生課と協議の上、搬出制限区域内における家畜市

場等の豚等を集合させる催物の開催を停止する。

3 と畜場の再開

住・)再開の要件

移動制限区域内のと畜場にっいて、次の要件のいずれにも該当する
場合には、都道府県は、動物衛生課と協議の上、事業を再.開させるこ

とができる。なお、と畜場で本病が発生した場合には、これらの要件

に加え、場内の消毒が完了している必要がある。

①車両消毒設備が整備されているとと。

②生体受入施設は、施設の他の場所と明確に区別されているとと。
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③定期的に清掃・消毒をしていること。

④衛生管理マニュアルが適切に定められており、かっ、,実際に従業
員が当該マニュアルに従って業務を行っていること。

⑤(2)の事項を遵守する体制が整備されているとと。
(2)再開後の遵守事項

再開後には、移動制限が解除さ、れるまでは次の事項を遵寸ずるよう
徹底する。

①作業従事者がと畜施設に立ち入る場合には、専用の作業服、靴、
帽子、手袋等を使用するとと。

②車両の出入り時の消毒を徹底すること。
③豚等の搬入は農場ごとに行い、運搬車両は複数の辰扮に立ち寄ら

ないこと。

④移動制限区域内の農場・から豚等を搬入する場合には、搬入時にと
畜場内に他の農場,から搬入する車両が存在しないよう調整するとと
もに、当該豚等を搬入する前後に生体受入場所を消毒すること。

⑤移動制限区域内の農場から豚等を搬入する場合には、その日の最
後に搬入し、搬入したその日のうちにと殺角早体をするとと。

⑥搬入した豚等にっいて、と畜場法(昭和28年法律第Ⅱ4号)に基づ
き、と殺解体をすることが不適当と判断された場合には、農場には
戻さず、速やかに処分すること。

」 1

⑦.搬入した豚等は、.農場ごとに区分管理するとと。
⑧豚等及び製品の搬出入に関する記録を作成し、保存するとと。

第Ⅱ消毒ポイントの設置(法第28条の2)
1,都道府県はヌ第5の2により患畜又は疑似患畜であると判正する日の
連絡を.受けた後、速やかに、市町村、管轄の警察、道路管理者等の協力
を得て、発生農場周辺の感染拡大を防止すること並びに移動制限区域の
外側及び搬出制限区域の外側ヘの感染拡大を防止することに重点を置き

消毒ポイントを設置する。,、

2 具体的な消毒ポイントの設置場所にっいては、次の事情を考慮レ、発
生農場周辺(当該農場からおおむね半径1キロメートルの鞄囲内)、移
動制限区域の境界その他の場所を選定する。また、移動制限区域の拡大

縮小等に合わせ、その都度、設置場所を見直す。、

(1)道路網の状況

(2)一般車両の通行量
(3)畜産関係車両の通行量
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(4)山、河川等による地域の区分

3 消毒ポイントの設置に当たっては、車両等によるウイルスの拡散防止

が徹底できるよう、畜産関係車両や防疫作業車両のみならず、必要に応

じて一般車両も効率的かつ確実に消毒されるよう、消毒設備の構造等を

工夫する。

特にイ畜産関係車両や防疫作業関係車両については、消毒ポイントを

通行するよう指導し、運転手や車両内部を含め、厳重な消毒を徹底する

第12 ウイルスの浸潤状況の確認

1 疫学調査

(1)疫学調査の実施方法

都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨

の連絡を受けた後、速やかに、病性等判定日から少なくとも28日間遡

つた期問を対象として、発生農場における豚等、精液、受精卵、人(

獣医師、家畜人工授精師等豚等に接触する・者、地方公共団体職員等)

及び車両(飼料運搬車両、死亡畜回収車両、堆肥運搬車両等)の出入

リ、飼料(食品残さを含む。)の給与状況並びに関係者の海外渡航歴

に関する疫学情報を収集し、ウイルスに汚染したおそれのある豚等に

関する調査を実施し、できる限り短期間で完了させる。

(2)疫学関連家畜

(1)の調査の結果、次の豚等であることが明らかとなったものは

、疫学関連家畜として、法第32条第1項の規定に基づき移動を禁止し

、臨床症状の観察を行うとともに、患畜又は疑似患畜との接触後21日

を経過した後に血清抗体検査'(エライザ法)を行う。

①病性等判定日から遡ってⅡ日以上28日以内に患畜と接触した豚等

②病性等判定日から遡ってⅡ日以上28日以内に疑似患畜価島床症状

を呈していたものに限る。)と接触した豚等

③病性等判定日から遡って28日以内に発生農場に出入りした人、物

又は車両が当該出入りした日から7日以内に出入りした他の農場等

で飼養されている豚等

④第5の2の(2)の④から⑥までに規定する疑似患畜が飼養され

ていた農場で飼養されている豚等

2 移動制限区域内の周辺農場の検査
(1)発生状況確認検査

都道府県は、豚コレラの発生が確認された場合には、原則として24
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時間以内に、移動制限区域内の農場(豚等を6頭以上飼養するものに

限る。)地立ち入り、次により検査を実施する。

①臨床検査

移動制限区域内の農場(豚等を6頭以上飼養するものに限る。)

に立ち入り、第4の1に掲げる臨床症状の有無について確認する。

②血液検査、抗原検査及び血清抗体検査

①の際、ブ定頭数にっいて、血液検査(白血球数測定及び好中球
の核の左方移動の確認)、抗原検査(PCR検査。ただし、死亡し

た豚等にっいては肩桃等を用いた蛍光抗体法)及び血清抗体検査

(エライザ法)を実施する。

(2)清浄性確認検査

移動制限区域内1戸おける清浄性を確認するため、当該移動制限区域
内の全ての発生農場の防疫措置の完了後17日が経過した後に、(1)

と同様の検査を行う。

3 1の(2)又は2の検査で異状又は陽性が確認された場合の対応

(1)都道府県は、 1の(2)又は2の検査で異状又は陽性が確認された

場合は、、動物衛生課と協議の上、直ちに次の措置を講ずる。

ア 1の(2)の検査で陽性が確認された場合

第4の6の(2).の①の措置を実施するとともに、 1の(2)の

検査の結果及び第4の6の(2)の①の措置において実施した検査

の結果にっいて(遺伝子解析等検査が終了している場合にあっては

その結果にっいても)>原則とじて、第5の判定を行う。、

イ 2の検査で異状又は陽性が確認された場合
、

第4の5の(2)の手続により、必要な検体を動物衛生研究所に

送付するとともに、第5の判定に移行する。

(、2)農林水産省は、 1の調査及び2め検査の結果並びに(1)の措置に
おいて行う第5の判定の結果を踏まえ、必要がある場合には、速やか

に防疫方針の見直し又は緊急防疫指針の策定を行う。

4 検査員の遵守事項

1及び2の調査又は検査を行う者は、次の事項を遵守する。

①・発生農場の防疫措置に従事した日から7日を経過していない者は、

1及び2の調査又は検査において、農場に立ち入らないこと。

②車両を当該農場の敷地の外に置き、防疫服を着用して畜舎に入るこ

と。

③.'当該農場を出る際には.、身体のほか、衣服、墹じ眼鏡その他の携行
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用具及び車両の消毒を行うこと。

④帰宅後は、入浴して身体を十分に洗うこと。

⑤立ち入った農場の豚等について1の(2)又は2の検査で異状又は

陽性が確認された場合には、当該農場の豚等が患畜及び疑似患畜のい

ずれでもないことが確認されるまで、他の農場に立ち入らないこと。

13 ワクチン(法第31条)

1 豚コレラのワクチンは、感染を防御することができるが、無計画かつ

無秩序なワクチンの使用は、清浄性確認の際に支障を来たすおそれがあ

る。

とのため、ワクチンの使用については、慎重に判断する必要があり、

我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及ぴ疑似患畜の迅速

なと殺を原則とし、平常時の予防的なワクチンの接種は行わないととと

する。

2 農林水産省は、次の要素を考慮して、発生農場におけると殺及び周辺

農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられる場

合には、まん延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定する(なお

豚コレラにっいては予防的殺処分は認められていない。)。、

①埋却を含む防疫措置の進捗状況

②感染の広がり(疫学関連農場数)

③環境要因(周辺農場数、家畜飼養密度、山、河川の有無等の地理的

状況)

3 農林水産省は、堅急ワクチン接種の実施を決定した場合には、直ちに

、次の事項にっいて定めた緊急防疫指針を策定し、公表する。

①実施時期

②実施地域

③対象家畜

④その他必要な事項(本病の発生の,有無を監視するための非接種豚等

の配置、移動制限の対象等)

4 都道府県は、当該緊急防疫指針に基づき、速やかに緊急ワクチン接種

を実施する。この際、農林水産省は、必要十分なワクチン及び注射関連

資材を当該都道府県に対し手配する。

5 農林水産省は、ワクチンについて、必要に応じて、更じ研究・検号ナを

進める。

第N 家畜の再導入

1 導入前の検査



都道府県は、豚等の再導入を予定する発生農場を対象に、最初の導入
予定日の1か月前以内に、当該農場に立入検査を行う。この際当紗曲
場に対し、再導入後は毎日豚等の臨床観察を行うとともに、異状を訳め
た際には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう指導する。

2 導入後の検査

都道府県は、豚等の再導入後2週間が経過した後、当該農場ヘの立入
検査を実施し、導入した豚等の臨床検査を行う。

また、移動佑亦艮区域の解除後、少なくとも.3か月間、立入りによる腺
床検査を行い、監視を継続する。

第15 発生の原因究明

1 農林水産省及び都道府県は、豚コレラの発生の確認後直ちに、発生豊
場に関する疫学情報の収集、豚等、人.(獣医師、家畜人工授精師等豚等
に接触する者、地方公共団体職員等)及び車両億司料運搬車両、死亡立
回収車両、堆肥運搬車両等)の出入り、飼料(食品残さを含む6)の紺
与状況、関係者の海外渡航歴、物品の移動、野生動物における感染確認
検査、気象条件等に関する網羅的な調査を、動物衛生研究所等の門係機
関ど連携して実施する。

2 小委の委員等の専門家から成る疫学調査チームは、 1の調査が迅速か
つ的確に行えるよう、必要な指導及び助言を行うとともに、調査の結果
を踏まえ原因究明の分析!取りま、とめを行う。

第16,その他

1 種豚など遺伝的に重要な豚を含め、畜産関係者の保有する豚等にっい
て、個別の特例的な扱いは、一切行わない。畜産関係者は、とのととを
前提として、凍結精液や凍結受精卵などによる遺伝資源の保存、種豚の
分散配置等により、日頃からりスク分散を図る。

2 農林水産省.消費・安全局長は、必要に応じ、本指針に基づく防疫措冒
の実施に当たっての留意事項を別に定める。

3 農林水産省は、防疫措置の改善に寄与する研究・開発を進め、その成
果が出た場合は、本指針を速やかに見直す。
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